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○
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
六
号
）
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
家
畜
伝
染
病

予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
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欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
一
条
の
三
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
一
条
の
三
）

第
二
章

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防
（
第
二
条
―
第
二
十
一
条
の

第
二
章

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防
（
第
二
条
―
第
二
十
一
条
の

十
一
）

四
）

第
三
章

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
の
防
止
（
第
二
十
二
条
―
第
四
十

第
三
章

家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
の
防
止
（
第
二
十
二
条
―
第
四
十
二
条
）

二
条
）

第
四
章

輸
出
入
検
疫
等
（
第
四
十
三
条
―
第
五
十
六
条
）

第
四
章

輸
出
入
検
疫
等
（
第
四
十
三
条
―
第
五
十
六
条
）

第
五
章

病
原
体
の
所
持
に
関
す
る
措
置
（
第
五
十
六
条
の
二
―
第
五
十
六

第
五
章

病
原
体
の
所
持
に
関
す
る
措
置
（
第
五
十
六
条
の
二
―
第
五
十
六

条
の
三
十
五
）

条
の
三
十
五
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
五
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
五
条
）

附
則

附
則

（
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
症
及
び
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
病

（
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
、
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病
及
び
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症

原
体
）

の
病
原
体
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の

表
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五

表
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
表
の
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
ア
ナ
プ

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
表
の
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
、
ア
ナ
プ

ラ
ズ
マ
症
及
び
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体

ラ
ズ
マ
病
及
び
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

原
体
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

伝

染

性

疾

病

病

原

体

伝

染

性

疾

病

病

原

体

ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症

バ
ベ
シ
ア
・
ビ
ゲ
ミ
ナ
、
バ
ベ
シ

ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病

バ
ベ
シ
ア
・
ビ
ゲ
ミ
ナ
、
バ
ベ
シ

ア
・
ボ
ー
ビ
ス
、
バ
ベ
シ
ア
・
カ

ア
・
ボ
ー
ビ
ス
、
バ
ベ
シ
ア
・
カ

バ
リ
、
タ
イ
レ
リ
ア
・
パ
ル
バ
、

バ
リ
、
タ
イ
レ
リ
ア
・
パ
ル
バ
、

タ
イ
レ
リ
ア
・
ア
ヌ
ラ
タ
、
タ
イ

タ
イ
レ
リ
ア
・
ア
ヌ
ラ
タ
、
タ
イ

レ
リ
ア
・
エ
ク
イ

レ
リ
ア
・
エ
ク
イ

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
症

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
・
マ
ー
ジ
ナ
ー
レ

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
・
マ
ー
ジ
ナ
ー
レ

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症

サ
ル
モ
ネ
ラ
・
エ
ン
テ
リ
カ
（
血

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症

サ
ル
モ
ネ
ラ
・
エ
ン
テ
リ
カ
（
血

清
型
が
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の

清
型
が
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の
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で
あ
つ
て
、
生
物
型
が
プ
ロ
ー
ラ

で
あ
つ
て
、
生
物
型
が
プ
ロ
ー
ラ

ム
又
は
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の

ム
又
は
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

（
特
定
家
畜
伝
染
病
）

（
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
を
作
成
す
べ
き
家
畜
伝
染
病
）

第
一
条
の
三

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
家
畜
伝
染

第
一
条
の
三

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
家
畜
伝
染

病
は
、
牛
海
綿
状
脳
症
（
法
第
二
条
第
一
項
の
表
十
五
の
項
に
掲
げ
る
伝
達

病
は
、
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄
疫
、
牛
海
綿
状
脳
症
（
法
第
二
条
第
一
項
の

て
い

性
海
綿
状
脳
症
の
う
ち
牛
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
と
す
る
。

表
十
五
の
項
に
掲
げ
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
う
ち
牛
に
係
る
も
の
を
い

う
。
）
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
す
る
。

（
伝
染
性
疾
病
に
つ
い
て
の
届
出
）

（
伝
染
性
疾
病
に
つ
い
て
の
届
出
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
伝
染
性
疾
病
は
、
次

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
伝
染
性
疾
病
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
で
あ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
で
あ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
家
畜
に
つ
い
て
の
も
の
と
す
る
。

げ
る
家
畜
に
つ
い
て
の
も
の
と
す
る
。

伝

染

性

疾

病

の

種

類

家

畜

の

種

類

伝

染

性

疾

病

の

種

類

家

畜

の

種

類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢

牛
、
水
牛

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病

牛
、
水
牛

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫

牛
、
水
牛

牛
白
血
病

牛
、
水
牛

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

牛
丘
疹
性
口
内
炎

牛
、
水
牛

牛
丘
疹
性
口
炎

牛
、
水
牛

し
ん

し
ん

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
症

牛
、
水
牛
、
馬

ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病

牛
、
水
牛
、
馬

ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症

牛
、
水
牛

ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病

牛
、
水
牛

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ヘ
ン
ド
ラ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

馬

馬
モ
ル
ビ
リ
ウ
イ
ル
ス
肺
炎

馬

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ
症

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
い
の
し
し

ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ
病

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
い
の
し
し

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

山
羊
関
節
炎
・
脳
炎

山
羊

山
羊
関
節
炎
・
脳
脊
髄
炎

山
羊
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

豚
テ
シ
オ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄

豚
、
い
の
し
し

豚
エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄

豚
、
い
の
し
し

炎

炎

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

鶏
伝
染
性
気
管
支
炎

鶏

伝
染
性
気
管
支
炎

鶏

鶏
伝
染
性
喉
頭
気
管
炎

鶏

伝
染
性
喉
頭
気
管
炎

鶏

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

鳥
結
核

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
七
面
鳥

鶏
結
核
病

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
七
面
鳥

鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症

鶏
、
七
面
鳥

鶏
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病

鶏
、
七
面
鳥

ロ
イ
コ
チ
ト
ゾ
ー
ン
症

鶏

ロ
イ
コ
チ
ト
ゾ
ー
ン
病

鶏

あ
ひ
る
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎

あ
ひ
る

あ
ひ
る
肝
炎

あ
ひ
る

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

兎

出
血
病

う
さ
ぎ

兎

ウ
イ
ル
ス
性
出
血
病

う
さ
ぎ

う
さ
ぎ

う
さ
ぎ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

バ
ロ
ア
症

蜜
蜂

バ
ロ
ア
病

蜜
蜂

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ノ
ゼ
マ
症

蜜
蜂

ノ
ゼ
マ
病

蜜
蜂

（
監
視
伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
）

（
監
視
伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る

た
め
行
う
命
令
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
の
ほ
か

た
め
行
う
命
令
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
の
ほ
か

、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
又
は
ヨ
ー
ネ
病
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
少
な
く
と

、
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
又
は
ヨ
ー
ネ
病
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
少
な
く

も
五
年
ご
と
に
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
毎
年
行
わ

と
も
五
年
ご
と
に
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
毎
年
行

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
実
施
す
る
検
査
（
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
実
施
す
る
検
査
（
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核

、
ヨ
ー
ネ
病
又
は
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
別
表

病
、
ヨ
ー
ネ
病
又
は
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
別

第
一
に
定
め
る
検
査
の
方
法
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の
う

表
第
一
に
定
め
る
検
査
の
方
法
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の

ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
実
施
す
る
検
査
に
つ
い
て

う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
実
施
す
る
検
査
に
つ
い

は
、
ブ
ル
セ
ラ
症
又
は
結
核
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
農
林
水
産
大
臣
が
定

て
は
、
ブ
ル
セ
ラ
病
又
は
結
核
病
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
農
林
水
産
大
臣

め
る
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
を
対

が
定
め
る
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛

象
と
し
て
、
ヨ
ー
ネ
病
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
牛

を
対
象
と
し
て
、
ヨ
ー
ネ
病
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
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の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と

ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
対
象
と
し
て

し
、
当
該
検
査
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
実
施
す
る
伝
達
性
海
綿
状

実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
検
査
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
実
施
す

脳
症
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
家
畜
の
死

る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に

体
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る
も
の

掲
げ
る
家
畜
の
死
体
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
対
象
と
し

と
す
る
。

て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

第
十
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
察
す
る

第
十
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
察
す
る

た
め
行
う
命
令
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
監
視
伝
染
病
の
種
類
に
つ
き

た
め
行
う
命
令
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
監
視
伝
染
病
の
種
類
に
つ
き

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監

視

伝

染

病

の

種

類

命
令
を
行
う
場
合

監

視

伝

染

病

の

種

類

命
令
を
行
う
場
合

一

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄
疫
、
狂

上
欄
に
掲
げ
る
監
視
伝
染
病
が

一

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄
疫
、
狂

上
欄
に
掲
げ
る
監
視
伝
染
病
が

て
い

て
い

犬
病
、
水
疱
性
口
内
炎
、
リ
フ
ト

国
内
で
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

犬
病
、
水
胞
性
口
炎
、
リ
フ
ト
バ

国
内
で
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

ほ
う

バ
レ
ー
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
鼻

る
と
認
め
て
農
林
水
産
大
臣
が

レ
ー
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
鼻
疽

る
と
認
め
て
農
林
水
産
大
臣
が

そ

疽
、
馬
伝
染
性
貧
血
、
ア
フ
リ
カ

指
定
し
た
場
合

、
馬
伝
染
性
貧
血
、
ア
フ
リ
カ
馬

指
定
し
た
場
合

そ馬
疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、

疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
豚

豚
水
疱
病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
、
高

水
胞
病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
、
高
病

ほ
う

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
低

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
低
病

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
家

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
家
き

き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
（
第
一
条
に

ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
第
一
条

規
定
す
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に

に
規
定
す
る
病
原
体
に
よ
る
も
の

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
ラ
ン
ピ

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
ラ
ン

ー
ス
キ
ン
病
、
類
鼻
疽
、
ト
リ
パ

ピ
ー
ス
キ
ン
病
、
類
鼻
疽
、
ト
リ

そ

そ

ノ
ソ
ー
マ
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症

パ
ノ
ソ
ー
マ
病
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス

、
ニ
パ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
馬
ウ

病
、
ニ
パ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
馬

イ
ル
ス
性
動
脈
炎
、
ヘ
ン
ド
ラ
ウ

ウ
イ
ル
ス
性
動
脈
炎
、
馬
モ
ル
ビ

イ
ル
ス
感
染
症
、
馬
痘
、
仮
性
皮

リ
ウ
イ
ル
ス
肺
炎
、
馬
痘
、
仮
性

疽
、
小
反
芻
獣
疫
、
ナ
イ
ロ
ビ
羊

皮
疽
、
小
反
芻
獣
疫
、
ナ
イ
ロ
ビ

そ

す
う

そ

す
う

病
、
羊
痘
、
マ
エ
デ
ィ
・
ビ
ス
ナ

羊
病
、
羊
痘
、
マ
エ
デ
ィ
・
ビ
ス

、
伝
染
性
無
乳
症
、
流
行
性
羊
流

ナ
、
伝
染
性
無
乳
症
、
流
行
性
羊

産
、
疥
癬
、
山
羊
痘
、
山
羊
伝
染

流
産
、
疥
癬
、
山
羊
痘
、
山
羊
伝

か
い
せ
ん

か
い
せ
ん



- 7 -

性
胸
膜
肺
炎
、
豚
テ
シ
オ
ウ
イ
ル

染
性
胸
膜
肺
炎
、
豚
エ
ン
テ
ロ
ウ

ス
性
脳
脊
髄
炎
、
豚
水
疱
疹
、
あ

イ
ル
ス
性
脳
脊
髄
炎
、
豚
水
疱
疹

ほ
う
し
ん

ほ
う
し
ん

ひ
る
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
、
あ
ひ
る

、
あ
ひ
る
肝
炎
、
あ
ひ
る
ウ
イ
ル

ウ
イ
ル
ス
性
腸
炎
、

兎

粘
液
腫

ス
性
腸
炎
、

兎

粘
液
腫
、
ア
カ

う
さ
ぎ

う
さ
ぎ

、
ア
カ
リ
ン
ダ
ニ
症
、
ノ
ゼ
マ
症

リ
ン
ダ
ニ
症
、
ノ
ゼ
マ
病

二

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

（
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
十
三
条

法
第
七
条
（
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
三
条

法
第
七
条
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
ら
く
印
、
い
れ
ず
み
そ
の
他
の
標
識
を
付
す
る
こ

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
ら
く
印
、
い
れ
ず
み
そ
の
他
の
標
識
を
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
箇
所
並
び
に
当
該
標
識
の
種

と
が
で
き
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
箇
所
並
び
に
当
該
標
識
の
種

類
及
び
様
式
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

類
及
び
様
式
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

家

畜

又

は

そ

の

死

体

の

種

類

箇

所

標
識
の
種
類
及
び
様

家

畜

又

は

そ

の

死

体

の

種

類

箇

所

標
識
の
種
類
及
び
様

式

式

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
又
は
ヨ
ー
ネ
病

左
耳

耳
標

別
記
様
式
第

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
又
は
ヨ
ー
ネ

左
耳

耳
標

別
記
様
式
第

の
検
査
を
行
つ
た
第
九
条
第
二
項
第

七
号

病
の
検
査
を
行
つ
た
第
九
条
第
二
項

七
号

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜
を
除
く
。
）

牛
（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜
を
除
く
。

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
検
査
を
行

左
脚

脚
環

別
記
様
式
第

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
検
査

左
脚

脚
環

別
記
様
式
第

つ
た
鶏
（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜
を
除

八
号

を
行
つ
た
鶏
（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜

八
号

く
。
）

を
除
く
。
）

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
を
行
つ

都
道
府

都
道
府
県
知
事
の
定

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
を
行
つ

都
道
府

都
道
府
県
知
事
の
定

た
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る

県
知
事

め
る
標
識

た
第
九
条
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る

県
知
事

め
る
標
識

牛
の
死
体
（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜
を

の
定
め

牛
の
死
体
（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜
を

の
定
め

除
く
。
）
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ

る
箇
所

除
く
。
）
及
び
同
項
第
十
一
号
に
掲

る
箇
所

る
め
ん
羊
又
は
山
羊
の
死
体
（
患
畜

（
牛
及

げ
る
め
ん
羊
又
は
山
羊
の
死
体
（
患

（
牛
及

及
び
疑
似
患
畜
を
除
く
。
）
並
び
に

び
水
牛

畜
及
び
疑
似
患
畜
を
除
く
。
）
並
び

び
水
牛
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そ
の
他
の
家
畜
（
蜜
蜂
並
び
に
患
畜

に
あ
つ

に
そ
の
他
の
家
畜
（
蜜
蜂
並
び
に
患

に
あ
つ

及
び
疑
似
患
畜
を
除
く
。
）

て
は
、

畜
及
び
疑
似
患
畜
を
除
く
。
）

て
は
、

耳
を
除

耳
を
除

く
。
）

く
。
）

（
検
査
、
注
射
等
の
証
明
書
の
様
式
）

（
検
査
、
注
射
等
の
証
明
書
の
様
式
）

第
十
四
条

法
第
八
条
（
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
四
条

法
第
八
条
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
と
す

含
む
。
）
の
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
と
す

る
。

る
。

（
衛
生
管
理
区
域
に
お
け
る
消
毒
設
備
の
設
置
）

（
消
毒
設
備
の
設
置
）

第
十
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
衛

第
十
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
次

生
管
理
区
域
（
同
項
に
規
定
す
る
衛
生
管
理
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
出
入
口
付
近
に
、
踏
込
消
毒
槽
、
消
毒
薬
噴
霧
装
置
、
消
毒
マ
ッ
ト
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
衛
生
管
理
区
域
に
出
入
り
す
る

者
の
身
体
、
当
該
衛
生
管
理
区
域
に
持
ち
込
み
、
又
は
当
該
衛
生
管
理
区
域

か
ら
持
ち
出
す
第
十
四
条
の
六
の
物
品
及
び
当
該
衛
生
管
理
区
域
に
入
れ
、

又
は
当
該
衛
生
管
理
区
域
か
ら
出
す
車
両
を
消
毒
す
る
た
め
の
も
の
を
設
置

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
削
る
。
）

一

次
条
に
規
定
す
る
畜
舎
等
の
出
入
口
付
近
に
、
踏
込
消
毒
槽
、
消
毒
薬

噴
霧
装
置
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
畜
舎
等
に
入

る
者
の
身
体
及
び
当
該
畜
舎
等
に
持
ち
込
む
第
十
四
条
の
六
の
物
品
を
消

毒
す
る
た
め
の
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
削
る
。
）

二

次
条
に
規
定
す
る
畜
舎
等
の
敷
地
（
第
十
四
条
の
四
の
畜
舎
等
の
敷
地

を
除
く
。
）
の
出
入
口
付
近
に
、
消
毒
薬
噴
霧
装
置
、
消
毒
マ
ッ
ト
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
敷
地
に
入
れ
る
車
両
を
消
毒

す
る
た
め
の
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
消
毒
義
務
の
対
象
と
な
る
物
品
）

（
消
毒
義
務
の
対
象
と
な
る
物
品
）

第
十
四
条
の
六

法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品
は

第
十
四
条
の
六

法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
畜
舎
等
に
入
る
者
が
当
該
畜
舎
等
に
入
る
前
に
、
当
該
畜
舎
等
の
敷
地
外
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に
あ
る
畜
産
関
係
施
設
等
（
畜
舎
等
及
び
そ
の
敷
地
、
家
畜
を
集
合
さ
せ
る

催
物
の
開
催
施
設
及
び
そ
の
敷
地
そ
の
他
の
畜
産
に
関
係
す
る
施
設
及
び
場

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
た
お
そ

れ
が
あ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
当
該
畜
舎
等
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
る
家
畜
に
直

接
接
触
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

衛
生
管
理
区
域
外
に
あ
る
畜
産
関
係
施
設
等
（
衛
生
管
理
区
域
、
家
畜

（
新
設
）

を
集
合
さ
せ
る
催
物
の
開
催
施
設
及
び
そ
の
敷
地
そ
の
他
の
畜
産
業
に
関

係
す
る
施
設
及
び
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、

又
は
使
用
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
当
該
衛
生
管
理
区
域

に
入
る
者
が
当
該
衛
生
管
理
区
域
に
持
ち
込
む
も
の

二

衛
生
管
理
区
域
内
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
た
お
そ
れ
が

（
新
設
）

あ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
当
該
衛
生
管
理
区
域
か
ら
出
る
者
が
当
該
衛
生
管

理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
も
の

（
通
行
の
制
限
又
は
遮
断
）

（
通
行
の
制
限
又
は
遮
断
）

第
十
五
条
の
二

令
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
三
項
（
令
第
七
条
に
お
い

第
十
五
条
の
二

令
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
指
定
骨
肉
皮
毛
類
）

（
指
定
骨
肉
皮
毛
類
）

第
十
六
条

法
第
十
一
条
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
骨
肉
皮
毛
類
は
、
次

第
十
六
条

法
第
十
一
条
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
骨
肉
皮
毛
類
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

出
血
性
敗
血
症
若
し
く
は
豚
水
疱
病
の
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
若
し

二

出
血
性
敗
血
症
若
し
く
は
豚
水
胞
病
の
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
若
し

ほ
う

く
は
こ
れ
ら
の
死
体
又
は
豚
熱
の
疑
似
患
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
か
ら
分

く
は
こ
れ
ら
の
死
体
又
は
豚
熱
の
疑
似
患
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
か
ら
分

離
さ
れ
た
骨
肉
皮
毛
類

離
さ
れ
た
骨
肉
皮
毛
類

（
化
製
場
に
お
け
る
設
備
及
び
製
造
方
法
）

（
化
製
場
に
お
け
る
設
備
及
び
製
造
方
法
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

法
第
十
一
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

２

法
第
十
一
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
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と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

輸
入
さ
れ
た
骨
肉
皮
毛
類
で
あ
つ
て
、
牛
、
水
牛
若
し
く
は
鹿
又
は
こ

四

輸
入
さ
れ
た
骨
肉
皮
毛
類
で
あ
つ
て
、
牛
、
水
牛
若
し
く
は
鹿
又
は
こ

れ
ら
の
死
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄

れ
ら
の
死
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄

て
い

て
い

疫
及
び
出
血
性
敗
血
症
の
、
馬
又
は
そ
の
死
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
に

疫
及
び
出
血
性
敗
血
症
の
、
馬
又
は
そ
の
死
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
は
鼻
疽
の
、
め
ん
羊
若
し
く
は
山
羊
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
か
ら
分

つ
い
て
は
鼻
疽
の
、
め
ん
羊
若
し
く
は
山
羊
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
か
ら
分

そ

そ

離
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
牛
疫
、
口
蹄
疫
及
び
出
血
性
敗
血
症
の
、
豚

離
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
牛
疫
、
口
蹄
疫
及
び
出
血
性
敗
血
症
の
、
豚

て
い

て
い

若
し
く
は
い
の
し
し
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

若
し
く
は
い
の
し
し
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
は
牛
疫
、
口
蹄
疫
、
出
血
性
敗
血
症
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
及
び
豚

て
は
牛
疫
、
口
蹄
疫
、
出
血
性
敗
血
症
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
及
び
豚

て
い

て
い

水
疱
病
の
病
原
体
が
そ
の
化
製
工
程
中
に
完
全
に
消
滅
さ
れ
る
こ
と
。

水
胞
病
の
病
原
体
が
そ
の
化
製
工
程
中
に
完
全
に
消
滅
さ
れ
る
こ
と
。

ほ
う

五

出
血
性
敗
血
症
若
し
く
は
豚
水
疱
病
の
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
若
し

五

出
血
性
敗
血
症
若
し
く
は
豚
水
胞
病
の
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
若
し

ほ
う

く
は
こ
れ
ら
の
死
体
又
は
豚
熱
の
疑
似
患
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
か
ら
分

く
は
こ
れ
ら
の
死
体
又
は
豚
熱
の
疑
似
患
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
か
ら
分

離
さ
れ
た
骨
肉
皮
毛
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
が
そ

離
さ
れ
た
骨
肉
皮
毛
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
監
視
伝
染
病
の
病
原
体

の
化
製
工
程
中
に
消
滅
さ
れ
る
こ
と
。

が
そ
の
化
製
工
程
中
に
消
滅
さ
れ
る
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

第
十
九
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
特
定
疾
病
又
は
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予

第
十
九
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
特
定
疾
病
又
は
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予

防
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
は
、
次
の
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

防
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
は
、
次
の
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

隔
離
所
に
つ
い
て
は
、
健
康
な
家
畜
を
係
留
す
る
場
所
、
河
川
又
は
道

三

隔
離
所
に
つ
い
て
は
、
健
康
な
家
畜
を
け
い
留
す
る
場
所
、
河
流
又
は

路
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
場
所
に
あ
り
、
か
つ
、
特
定
疾
病
又
は
監
視
伝

道
路
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
場
所
に
あ
り
、
か
つ
、
特
定
疾
病
又
は
監
視

染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

伝
染
病
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ

こ
と

る
こ
と

四

汚
物
だ
め
に
つ
い
て
は
、
健
康
な
家
畜
を
係
留
す
る
場
所
か
ら
隔
離
さ

四

汚
物
だ
め
に
つ
い
て
は
、
健
康
な
家
畜
を
け
い
留
す
る
場
所
か
ら
隔
離

れ
て
い
る
場
所
に
あ
り
、
汚
物
の
散
乱
、
流
出
及
び
昆
虫
等
の
出
入
を
防

さ
れ
て
い
る
場
所
に
あ
り
、
汚
物
の
散
乱
、
流
出
及
び
昆
虫
等
の
出
入
を

ぎ
、
か
つ
、
汚
物
処
理
及
び
消
毒
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
構
造
を

防
ぎ
、
か
つ
、
汚
物
処
理
及
び
消
毒
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
構
造

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
飼
養
衛
生
管
理
者
の
選
任
等
）

第
二
十
一
条
の
二

法
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
は
、

（
新
設
）
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衛
生
管
理
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
者
を
選
任
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
衛
生
管
理
区
域
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
衛

生
管
理
区
域
が
隣
接
し
て
い
る
と
き
そ
の
他
飼
養
衛
生
管
理
者
に
よ
る
同
項

各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
切
な
実
施
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
二
以
上
の
衛

生
管
理
区
域
を
通
じ
て
一
人
の
飼
養
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
れ
ば
足
り
る
。

２

法
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
家
畜
の
所
有
者
が
自
ら
飼
養
衛
生
管
理

者
と
な
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
飼
養
衛
生
管
理
者
に
対
す
る
研
修
等
）

第
二
十
一
条
の
三

法
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
家
畜
の
所
有
者
は
、
飼

（
新
設
）

養
衛
生
管
理
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
内
容
に
係
る
知
識
及
び
技
術
の
習

得
及
び
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
我
が
国
及
び
外
国
に
お
け
る
発
生
の
状
況
及
び

動
向

二

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
内
容
及

び
当
該
基
準
を
遵
守
す
る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
の
内
容

三

法
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飼
養
衛
生
管
理
者
を
選

任
し
た
衛
生
管
理
区
域
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
が
定
め
た
法
第
十
二
条
の
三
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
飼
養
衛
生
管

理
指
導
等
計
画
の
内
容

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
飼
養
衛
生
管
理
者
が
法
第
十
二
条
の

三
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技

術
の
習
得
及
び
向
上
に
資
す
る
内
容

２

法
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
家
畜
の
所
有
者
は
、
飼
養
衛
生
管
理
者

に
対
し
、
少
な
く
と
も
年
一
回
前
項
各
号
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
の
研
修

等
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
飼
養
衛
生
管
理
指
導
等
計
画
の
報
告
）

第
二
十
一
条
の
四

法
第
十
二
条
の
三
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、

（
新
設
）

同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
、
又
は
変
更
し
た
飼
養
衛
生

管
理
指
導
等
計
画
に
即
し
て
飼
養
衛
生
管
理
に
係
る
指
導
等
（
法
第
十
二
条
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の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
飼
養
衛
生
管
理
に
係
る
指
導
等
を
い
う
。
）

を
実
施
す
る
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
の
報
告
）

（
定
期
の
報
告
）

第
二
十
一
条
の
五

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
農
場

第
二
十
一
条
の
二

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
農
場

（
畜
舎
等
そ
の
他
の
家
畜
の
飼
養
に
関
す
る
施
設
を
含
む
一
団
の
場
所
を
い

（
畜
舎
等
そ
の
他
の
家
畜
の
飼
養
に
関
す
る
施
設
を
含
む
一
団
の
場
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
牛
、
水
牛
、
鹿
、
馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
牛
、
水
牛
、
鹿
、
馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

及
び
い
の
し
し
の
所
有
者
に
あ
つ
て
は
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
、
鶏
、
あ

及
び
い
の
し
し
の
所
有
者
に
あ
つ
て
は
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
、
鶏
、
あ

ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
の
所
有
者

ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
の
所
有
者

に
あ
つ
て
は
毎
年
六
月
十
五
日
ま
で
に
、
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

に
あ
つ
て
は
毎
年
六
月
十
五
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
報
告

え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

衛
生
管
理
区
域
及
び
そ
の
出
入
口
並
び
に
特
定
疾
病
又
は
監
視
伝
染
病

一

衛
生
管
理
区
域
（
農
場
内
に
お
い
て
病
原
体
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た

の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
消
毒
を
す
る
設
備
の
設
置
箇
所
を
明

め
に
家
畜
の
飼
養
に
係
る
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
い

示
し
た
農
場
の
平
面
図

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
出
入
口
並
び
に
特
定
疾
病
又
は
監
視
伝
染

病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
消
毒
を
す
る
設
備
の
設
置
箇
所
を

明
示
し
た
農
場
の
平
面
図

二

（
略
）

二

（
略
）

三

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
付
近
に
設
置
し
た
特
定
疾
病
又
は
監
視
伝
染

三

衛
生
管
理
区
域
及
び
畜
舎
等
の
出
入
口
付
近
に
設
置
し
た
特
定
疾
病
又

病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
消
毒
を
す
る
設
備
の
種
類
を
記
載

は
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
消
毒
を
す
る
設
備
の

し
た
書
面

種
類
を
記
載
し
た
書
面

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

（
報
告
事
項
）

（
報
告
事
項
）

第
二
十
一
条
の
六

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

第
二
十
一
条
の
三

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
飼
養
し
て
い
る
家
畜
の
頭
羽
数
が
、
牛
、

項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
飼
養
し
て
い
る
家
畜
の
頭
羽
数
が
、
牛
、

水
牛
及
び
馬
に
あ
つ
て
は
一
頭
、
鹿
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
及
び
い
の
し
し

水
牛
及
び
馬
に
あ
つ
て
は
一
頭
、
鹿
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
及
び
い
の
し
し

に
あ
つ
て
は
六
頭
未
満
、
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及

に
あ
つ
て
は
六
頭
未
満
、
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及

び
七
面
鳥
に
あ
つ
て
は
百
羽
未
満
、
だ
ち
よ
う
に
あ
つ
て
は
十
羽
未
満
の
家

び
七
面
鳥
に
あ
つ
て
は
百
羽
未
満
、
だ
ち
よ
う
に
あ
つ
て
は
十
羽
未
満
の
家

畜
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の

畜
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

家
畜
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
、
フ
ァ
ク
シ

（
新
設
）
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ミ
リ
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
（
第
五
号
に
お
い

て
単
に
「
連
絡
先
」
と
い
う
。
）

二
・
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

四

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
項
目
ご

三

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
遵
守
状

と
に
、
当
該
項
目
の
遵
守
状
況
及
び
当
該
項
目
を
遵
守
す
る
た
め
の
措
置

況
及
び
当
該
飼
養
衛
生
管
理
基
準
を
遵
守
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況

の
実
施
状
況

五

法
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
飼
養
衛
生
管

（
新
設
）

理
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
当
該
飼
養
衛
生
管
理
者
が
管
理

す
る
衛
生
管
理
区
域
の
住
所

第
二
十
一
条
の
七

（
略
）

第
二
十
一
条
の
四

（
略
）

（
指
導
及
び
助
言
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
八

法
第
十
二
条
の
五
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、

（
新
設
）

同
条
の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交

付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
を
す
る
旨

二

改
善
す
べ
き
事
項
の
内
容

三

前
号
の
内
容
ご
と
の
具
体
的
な
改
善
方
法

四

改
善
す
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
第
四
号
の
期
限
は
、
同
項
の
文
書
を
交
付
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内

と
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
整
備
等
が
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
、
二
週
間
以
内
に
改
善
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同

項
第
二
号
の
内
容
に
応
じ
た
合
理
的
な
期
間
と
す
る
。

（
勧
告
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
九

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方

（
新
設
）

法
は
、
同
項
の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文

書
を
交
付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
旨
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二

改
善
す
べ
き
事
項
の
内
容

三

前
号
の
内
容
ご
と
の
具
体
的
な
改
善
方
法

四

改
善
す
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
四
号
の
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
命
令
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
十

法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方

（
新
設
）

法
は
、
同
項
の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文

書
を
交
付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る
旨

二

勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
事
実

三

と
る
べ
き
措
置
の
内
容

四

措
置
を
と
る
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

第
二
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
四
号
の
期
限
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
家
畜
の
飼
養
に
係
る
衛
生
管
理
の
状
況
等
の
公
表
）

第
二
十
一
条
の
十
一

法
第
十
二
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
毎
年
一
回

（
新
設
）

、
同
条
に
規
定
す
る
状
況
に
つ
い
て
都
道
府
県
ご
と
に
整
理
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
を
予
防

し
、
又
は
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
の
都
道

府
県
に
つ
い
て
臨
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
の
防
止

第
三
章

家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
の
防
止

（
患
畜
等
の
発
生
の
通
報
及
び
報
告
）

（
患
畜
等
の
発
生
の
通
報
及
び
報
告
）

第
二
十
五
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
（
関
係
都
道
府
県
知

第
二
十
五
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
（
関
係
都
道
府
県
知

事
に
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き

事
に
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き

、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
家
畜
に
あ
つ
て
は
電
信
若
し
く
は
電
話
又

、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
家
畜
に
あ
つ
て
は
電
信
若
し
く
は
電
話
又
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は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
家
畜
に
あ
つ
て
は
郵

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
家
畜
に
あ
つ
て
は
郵

便
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

便
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄
疫
、
流
行
性
脳
炎
、
水
疱
性
口
内
炎
、
リ
フ
ト

一

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄
疫
、
流
行
性
脳
炎
、
水
胞
性
口
炎
、
リ
フ
ト
バ

て
い

ほ
う

て
い

バ
レ
ー
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
鼻
疽
、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ

レ
ー
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
鼻
疽
、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ

そ

そ

カ
豚
熱
、
豚
水
疱
病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

豚
熱
、
豚
水
胞
病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、

ほ
う

、
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
（
第
一
条
の

低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
（
第
一
条
の
二

二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
患
畜
又
は
疑
似
患
畜

各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
患
畜
又
は
疑
似
患
畜

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い
る
家
畜
の
届
出
）

（
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い
る
家
畜
の
届
出
）

第
二
十
六
条

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ

第
二
十
六
条

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
き
、
文
書
又
は
口
頭
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
に
つ
き
、
口
頭
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
と
殺
義
務
の
除
外
）

（
と
殺
義
務
の
除
外
）

第
二
十
八
条

法
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場

第
二
十
八
条

法
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
当
該
家
畜
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

合
は
、
当
該
家
畜
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

家
畜
防
疫
官
が
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
疑
似
患
畜
で

七

家
畜
防
疫
官
が
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
疑
似
患
畜
で

あ
る
こ
と
を
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
中
に
発
見
し
た
家
畜
で
あ

あ
る
こ
と
を
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
中
に
発
見
し
た
家
畜
で
あ

つ
て
当
該
家
畜
が
希
少
な
動
物
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る

つ
て
当
該
家
畜
が
希
少
な
動
物
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
当
該
家
畜
の
輸
出
国
に
返
送
す
る
も
の
（
同
号
に
規

と
認
め
ら
れ
る
た
め
当
該
家
畜
の
輸
出
国
に
返
送
す
る
も
の
（
同
号
に
規

定
す
る
家
畜
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
方
法
に
よ
り

定
す
る
家
畜
伝
染
病
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
方
法
に
よ
り

、
当
該
輸
出
国
に
返
送
す
る
ま
で
の
間
係
留
し
、
か
つ
、
当
該
輸
出
国
に

、
当
該
輸
出
国
に
返
送
す
る
ま
で
の
間
係
留
し
、
か
つ
、
当
該
輸
出
国
に

返
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

返
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

（
消
毒
設
備
の
設
置
の
義
務
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
敷
地
）

第
三
十
二
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の
農
林

（
新
設
）

水
産
省
令
で
定
め
る
敷
地
は
、
専
ら
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
要
消
毒
施

設
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
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じ
。
）
の
敷
地
と
す
る
。

（
畜
舎
等
の
消
毒
義
務
の
除
外
）

（
畜
舎
等
の
消
毒
義
務
の
除
外
）

第
三
十
三
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

第
三
十
三
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

要
消
毒
畜
舎
等
（
同
項
に
規
定
す
る
要
消
毒
畜
舎
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

許
可
所
持
者
が
そ
の
許
可
に
係
る
家
畜
伝
染
病
病
原
体
を
使
用
し
た
た

一

許
可
所
持
者
が
そ
の
許
可
に
係
る
家
畜
伝
染
病
病
原
体
を
使
用
し
た
た

め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
が
所
在

め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
が
所
在

し
た
取
扱
施
設
及
び
そ
の
敷
地
（
要
消
毒
施
設
の
敷
地
の
う
ち
法
第
二
十

し
た
取
扱
施
設

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

二

届
出
所
持
者
が
そ
の
届
出
に
係
る
届
出
伝
染
病
等
病
原
体
を
使
用
し
た

二

届
出
所
持
者
が
そ
の
届
出
に
係
る
届
出
伝
染
病
等
病
原
体
を
使
用
し
た

た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
が
所

た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
が
所

在
し
た
届
出
伝
染
病
等
病
原
体
取
扱
施
設
及
び
そ
の
敷
地

在
し
た
届
出
伝
染
病
等
病
原
体
取
扱
施
設

三

許
可
製
造
業
者
等
が
行
う
生
物
学
的
製
剤
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
検

三

許
可
製
造
業
者
等
が
行
う
生
物
学
的
製
剤
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
検

査
又
は
製
造
の
た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ

査
又
は
製
造
の
た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ

ら
の
死
体
が
所
在
し
た
施
設
及
び
そ
の
敷
地

ら
の
死
体
が
所
在
し
た
施
設

四

指
定
検
定
機
関
が
行
う
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の

四

指
定
検
定
機
関
が
行
う
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
三

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
三

条
第
一
項
の
検
定
の
た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は

条
第
一
項
の
検
定
の
た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は

こ
れ
ら
の
死
体
の
所
在
し
た
施
設
及
び
そ
の
敷
地

こ
れ
ら
の
死
体
の
所
在
し
た
施
設

五

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
学
術
研
究
機
関
が
行
う
学
術
研
究
の

五

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
学
術
研
究
機
関
が
行
う
学
術
研
究
の

た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
の
所

た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
死
体
の
所

在
し
た
施
設
及
び
そ
の
敷
地

在
し
た
施
設
及
び
そ
の
敷
地

（
消
毒
設
備
の
設
置
）

（
消
毒
設
備
の
設
置
）

第
三
十
三
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定

第
三
十
三
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
要
消
毒
畜
舎
等
又
は
要
消
毒
倉
庫
等
（
同
条
第
一

に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

項
に
規
定
す
る
要
消
毒
倉
庫
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
出
入
口
付
近
に

、
踏
込
消
毒
槽
、
消
毒
薬
噴
霧
装
置
、
消
毒
マ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
要
消
毒
畜
舎
等
又
は
当
該
要
消
毒
倉
庫
等
に
出
入
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り
す
る
者
の
身
体
及
び
当
該
要
消
毒
畜
舎
等
若
し
く
は
当
該
要
消
毒
倉
庫
等

に
入
れ
、
又
は
当
該
要
消
毒
畜
舎
等
若
し
く
は
当
該
要
消
毒
倉
庫
等
か
ら
出

す
車
両
を
消
毒
す
る
た
め
の
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
削
る
。
）

一

要
消
毒
畜
舎
等
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
消
毒
畜
舎
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
要
消
毒
倉
庫
等
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
要
消
毒
倉
庫
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
出
入
口
付
近
に

、
踏
込
消
毒
槽
及
び
消
毒
薬
噴
霧
装
置
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
設
備
で

あ
つ
て
、
当
該
要
消
毒
畜
舎
等
又
は
要
消
毒
倉
庫
等
か
ら
出
る
者
の
身
体

を
消
毒
す
る
た
め
の
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
削
る
。
）

二

要
消
毒
畜
舎
等
又
は
要
消
毒
倉
庫
等
の
敷
地
（
次
条
の
要
消
毒
畜
舎
等

又
は
要
消
毒
倉
庫
等
の
敷
地
を
除
く
。
）
の
出
入
口
付
近
に
、
消
毒
薬
噴

霧
装
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
敷
地
か
ら
出
す
車

両
を
消
毒
す
る
た
め
の
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
消
毒
設
備
の
設
置
の
義
務
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
敷
地
）

（
削
る
。
）

第
三
十
三
条
の
三

法
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
第
四
項
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
敷
地
は
、
専
ら
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
要
消
毒
畜

舎
等
又
は
要
消
毒
倉
庫
等
の
敷
地
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三

（
略
）

第
三
十
三
条
の
四

（
略
）

（
消
毒
設
備
）

（
消
毒
設
備
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
設
備

第
三
十
六
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
設
備

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

消
毒
マ
ッ
ト

（
新
設
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
設
備
に
準
ず
る
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
準
ず
る
も
の

（
消
毒
設
備
の
設
置
場
所
の
表
示
）

（
消
毒
設
備
の
設
置
場
所
の
表
示
）

第
三
十
八
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示

第
三
十
八
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
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は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
（
家
畜
以
外
の
動

は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に

物
に
お
け
る
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄
疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
高
病
原

必
要
な
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
並
び
に
同

て
い

性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
に
よ

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
場
所
を
通
行
す
る
者
は
当
該
設
備
に
よ
る
そ
の
身
体

る
当
該
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
の
拡
散
を
含
む
。
第
四
十
二
条
に
お
い
て
同

及
び
そ
の
場
所
を
通
過
さ
せ
る
車
両
の
消
毒
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

じ
。
）
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場

と
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

所
で
あ
る
こ
と
並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
場
所
を
通
行
す
る
者
は
当

該
設
備
に
よ
る
そ
の
身
体
及
び
そ
の
場
所
を
通
過
さ
せ
る
車
両
の
消
毒
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

（
患
畜
等
の
標
識
）

（
患
畜
等
の
標
識
）

第
三
十
九
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
ら
く
印
、
い
れ
ず
み
そ
の
他
の

第
三
十
九
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
ら
く
印
、
い
れ
ず
み
そ
の
他
の

標
識
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
家
畜
の
種
類
及
び
箇
所
並
び
に
当
該
標
識
の

標
識
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
家
畜
の
種
類
及
び
箇
所
並
び
に
当
該
標
識
の

種
類
及
び
様
式
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

種
類
及
び
様
式
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

家

畜

の

種

類

箇

所

標
識
の
種
類
及
び
様

家

畜

の

種

類

箇

所

標
識
の
種
類
及
び
様

式

式

第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

左
耳

耳
標

別
記
様
式
第

第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

左
耳

耳
標

別
記
様
式
第

ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
ブ
ル
セ
ラ
症
、

十
六
号

ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
ブ
ル
セ
ラ
病
、

十
六
号

結
核
又
は
ヨ
ー
ネ
病
の
患
畜
で
あ
る

結
核
病
又
は
ヨ
ー
ネ
病
の
患
畜
で
あ

も
の

る
も
の

第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

左
耳

耳
標

別
記
様
式
第

第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

左
耳

耳
標

別
記
様
式
第

ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
ブ
ル
セ
ラ
症
、

十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
ブ
ル
セ
ラ
病
、

十
七
号

結
核
又
は
ヨ
ー
ネ
病
の
疑
似
患
畜
で

結
核
病
又
は
ヨ
ー
ネ
病
の
疑
似
患
畜

あ
る
も
の

で
あ
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
検
査
等
の
方
法
）

（
検
査
等
の
方
法
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
伝
染
性
疾
病
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
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（
家
畜
等
の
移
出
の
制
限
）

（
家
畜
等
の
移
出
の
制
限
）

第
四
十
一
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
四
十
一
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
移
出
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す

り
移
出
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す

る
と
と
も
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

る
と
と
も
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
一
号
の
制
限
の
内
容
と
し
て
、
第
二
号
の
期
間
以
後
に
出
荷
が
予
定

（
新
設
）

さ
れ
て
い
た
前
号
の
家
畜
の
う
ち
、
第
三
号
の
区
域
内
に
お
い
て
飼
養
さ

れ
る
も
の
を
第
二
号
の
期
間
内
に
早
期
に
出
荷
し
、
又
は
処
分
す
る
こ
と

を
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
出
荷
先
又
は
処
分
に
係
る
化
製
場
若

し
く
は
死
亡
獣
畜
取
扱
場

２

（
略
）

２

（
略
）

（
緊
急
の
勧
告
の
方
法
）

第
四
十
一
条
の
三

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

方
法
は
、
同
項
の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

文
書
を
交
付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
旨

二

改
善
す
べ
き
事
項
の
内
容

三

前
号
の
内
容
ご
と
の
具
体
的
な
改
善
方
法

四

改
善
す
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
第
四
号
の
期
限
は
、
同
項
の
文
書
を
交
付
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内

と
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
整
備
等
が
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
、
一
週
間
以
内
に
改
善
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同

項
第
二
号
の
内
容
に
応
じ
た
合
理
的
な
期
間
と
す
る
。

（
緊
急
の
命
令
の
方
法
）

第
四
十
一
条
の
四

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

方
法
は
、
同
項
の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

文
書
を
交
付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。
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一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る
旨

二

勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
事
実

三

と
る
べ
き
措
置
の
内
容

四

措
置
を
と
る
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
四
号
の
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
病
原
体
の
輸
入
に
関
す
る
届
出
）

（
病
原
体
の
輸
入
に
関
す
る
届
出
）

第
四
十
四
条
の
二

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別

第
四
十
四
条
の
二

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当

記
様
式
第
二
十
一
号
の
二
に
よ
る
書
面
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
届
出
に
係
る
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
を
積
載
し
た
船
舶
又
は
航
空

機
が
入
港
し
、
又
は
着
陸
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
日
ま
で
に
、
別
記
様
式

第
二
十
一
号
の
二
に
よ
る
書
面
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
入
の
た
め
の
検
査
証
明
書
の
添
付
の
除
外
）

（
輸
入
の
た
め
の
検
査
証
明
書
の
添
付
の
除
外
）

第
四
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る

第
四
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
施
設
に
お
い
て
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る

（
新
設
）

た
め
の
指
定
検
疫
物
（
前
号
に
規
定
す
る
血
清
を
除
く
。
）
を
輸
入
す
る

場
合

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
査
の
た
め
の
係
留
期
間
）

（
検
査
の
た
め
の
係
留
期
間
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
動
物
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
動
物
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
動
物
に
該
当
す
る
も
の
（
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
家
畜

掲
げ
る
動
物
に
該
当
す
る
も
の
（
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
家
畜

及
び
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
殺
す
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た
家
畜

及
び
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
殺
す
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た
家
畜

を
除
く
。
）
の
係
留
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と

を
除
く
。
）
の
係
留
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
係
留
期
間
が
、
そ
の
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
係
留
期
間
が
、
そ
の
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種

類
の
動
物
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

類
の
動
物
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

期
間
を
短
縮
し
た
場
合
に
は
、
当
該
短
縮
し
た
期
間
）
以
内
で
あ
る
場
合
に

期
間
を
短
縮
し
た
場
合
に
は
、
当
該
短
縮
し
た
期
間
）
以
内
で
あ
る
場
合
に
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は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

動
物

輸
入
又
は
輸
出
の
際

動
物

輸
入
又
は
輸
出
の
際

の
係
留
期
間

の
係
留
期
間

一

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
（
輸
入
の
場
合
に

家
畜
の
伝
染
性
疾
病

一

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
（
輸
入
の
場
合
に
あ

家
畜
の
伝
染
性
疾
病

あ
つ
て
は
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ

の
病
原
体
を
拡
散
す

つ
て
は
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
る
伝

の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ

る
伝
染
性
疾
病
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に

る
お
そ
れ
が
な
く
な

染
性
疾
病
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

る
お
そ
れ
が
な
く
な

お
い
て
同
じ
。
）
に
か
か
つ
て
い
る
動
物

る
ま
で
の
期
間

同
じ
。
）
に
か
か
つ
て
い
る
動
物

る
ま
で
の
期
間

二
～
四

（
略
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
輸
出
検
査
の
申
請
）

（
輸
出
検
査
の
申
請
）

第
五
十
一
条
の
二

偶
蹄
類
の
動
物
及
び
馬
並
び
に
こ
れ
ら
の
動
物
の
精
液
、

第
五
十
一
条
の
二

偶
蹄
類
の
動
物
及
び
馬
並
び
に
こ
れ
ら
の
動
物
の
精
液
を

て
い

て
い

受
精
卵
及
び
未
受
精
卵
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
輸
出
の
九
十
日
前
ま

輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
輸
出
の
九
十
日
前
ま
で
（
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が

で
（
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
動
物
検
疫
所
長
が

に
は
、
動
物
検
疫
所
長
が
指
定
す
る
日
ま
で
）
に
動
物
検
疫
所
長
に
次
条
の

指
定
す
る
日
ま
で
）
に
動
物
検
疫
所
長
に
次
条
の
輸
出
検
査
申
請
書
を
提
出

輸
出
検
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条
の
二

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

（
廃
棄
の
基
準
）

第
五
十
六
条

法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
す
る
物
品
は
、
焼
却
す
る
こ
と
。

二

焼
却
は
、
対
象
と
す
る
物
品
の
性
状
、
病
原
体
の
性
質
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
、
当
該
措
置
の
目
的
を
十
分
に
達
成
で
き
る
よ
う
な
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
。

三

焼
却
は
、
焼
却
炉
又
は
人
家
、
飲
料
水
、
河
川
若
し
く
は
道
路
に
近
接

し
な
い
場
所
で
あ
つ
て
日
常
家
畜
が
接
近
し
な
い
場
所
で
行
う
こ
と
。

四

実
施
者
の
安
全
並
び
に
実
施
場
所
の
周
囲
の
地
域
の
住
民
の
健
康
及
び

環
境
へ
の
影
響
に
留
意
す
る
こ
と
。
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第
五
章

病
原
体
の
所
持
に
関
す
る
措
置

第
五
章

病
原
体
の
所
持
に
関
す
る
措
置

（
家
畜
伝
染
病
病
原
体
）

（
家
畜
伝
染
病
病
原
体
）

第
五
十
六
条
の
三

法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
本
文
の
農
林
水
産
省
令
で
定

第
五
十
六
条
の
三

法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
本
文
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
病
原
体
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
病
原
体
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
・
ボ
ー
ビ
ス
（
別
名
結
核
菌
）

五

マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
・
ボ
ー
ビ
ス
（
別
名
結
核
病
菌
）

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

（
滅
菌
譲
渡
の
届
出
）

（
滅
菌
譲
渡
の
届
出
）

第
五
十
六
条
の
十
六

法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
滅
菌
譲

第
五
十
六
条
の
十
六

法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
滅
菌
譲

渡
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
三
十
八
号
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

渡
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
三
十
八
号
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
滅
菌
譲
渡
を
す
る
ま
で
の
間

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
三
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば

に
、
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
伝
染
病
等
病
原
体
）

（
届
出
伝
染
病
等
病
原
体
）

第
五
十
六
条
の
二
十
七

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
本
文
の
農
林
水
産
省

第
五
十
六
条
の
二
十
七

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
本
文
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
病
原
体
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

令
で
定
め
る
病
原
体
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

ベ
シ
キ
ュ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
ス
ト
マ
テ
ィ
テ
ィ
ス
ア
ラ
ゴ

一

ベ
シ
キ
ュ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
ス
ト
マ
テ
ィ
テ
ィ
ス
ア
ラ
ゴ

ア
ス
ウ
イ
ル
ス
（
別
名
水
疱
性
口
内
炎
ウ
イ
ル
ス
）

ア
ス
ウ
イ
ル
ス
（
別
名
水
胞
性
口
炎
ウ
イ
ル
ス
）

ほ
う

二

ベ
シ
キ
ュ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
ス
ト
マ
テ
ィ
テ
ィ
ス
イ
ン
デ

二

ベ
シ
キ
ュ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
ス
ト
マ
テ
ィ
テ
ィ
ス
イ
ン
デ

ィ
ア
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
別
名
水
疱
性
口
内
炎
ウ
イ
ル
ス
）

ィ
ア
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
別
名
水
胞
性
口
炎
ウ
イ
ル
ス
）

ほ
う

三

ベ
シ
キ
ュ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
ス
ト
マ
テ
ィ
テ
ィ
ス
ニ
ュ
ー

三

ベ
シ
キ
ュ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
ス
ト
マ
テ
ィ
テ
ィ
ス
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
ウ
イ
ル
ス
（
別
名
水
疱
性
口
内
炎
ウ
イ
ル
ス
）

ジ
ャ
ー
ジ
ー
ウ
イ
ル
ス
（
別
名
水
胞
性
口
炎
ウ
イ
ル
ス
）

ほ
う

四

（
略
）

四

（
略
）

五

ブ
ル
セ
ラ
・
オ
ビ
ス
（
別
名
ブ
ル
セ
ラ
症
菌
）

五

ブ
ル
セ
ラ
・
オ
ビ
ス
（
別
名
ブ
ル
セ
ラ
病
菌
）

六

マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
・
カ
プ
レ
（
別
名
結
核
菌
）

六

マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
・
カ
プ
レ
（
別
名
結
核
病
菌
）

七

（
略
）

七

（
略
）

八

エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ス
ワ
イ
ン
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
デ
ィ
ジ
ー
ズ
ウ
イ
ル

八

エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
ス
ワ
イ
ン
ベ
シ
キ
ュ
ラ
ー
デ
ィ
ジ
ー
ズ
ウ
イ
ル
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ス
（
別
名
豚
水
疱
病
ウ
イ
ル
ス
）

ス
（
別
名
豚
水
胞
病
ウ
イ
ル
ス
）

ほ
う

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
一

サ
ル
モ
ネ
ラ
・
エ
ン
テ
リ
カ
（
血
清
型
が
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の

十
一

サ
ル
モ
ネ
ラ
・
エ
ン
テ
リ
カ
（
血
清
型
が
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
生
物
型
が
プ
ロ
ー
ラ
ム
又
は
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の
に
限

で
あ
つ
て
、
生
物
型
が
プ
ロ
ー
ラ
ム
又
は
ガ
リ
ナ
ル
ム
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
（
別
名
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
菌
）

る
。
）
（
別
名
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
菌
）

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

（
評
価
人
）

（
評
価
人
）

第
六
十
二
条

法
第
五
十
八
条
第
五
項
及
び
令
第
十
一
条
第
三
項
の
評
価
人
は

第
六
十
二
条

法
第
五
十
八
条
第
五
項
及
び
令
第
十
条
第
三
項
の
評
価
人
は
、

、
家
畜
防
疫
員
、
家
畜
防
疫
員
以
外
の
地
方
公
務
員
で
畜
産
の
事
務
に
従
事

家
畜
防
疫
員
、
家
畜
防
疫
員
以
外
の
地
方
公
務
員
で
畜
産
の
事
務
に
従
事
す

す
る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
以
外
の
者
で
畜
産
業
に
経
験
の
あ
る
も
の
の
う

る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
以
外
の
者
で
畜
産
業
に
経
験
の
あ
る
も
の
の
う
ち

ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
の
対
象
と
な
る
額
の
計
算
方
法
）

（
交
付
の
対
象
と
な
る
額
の
計
算
方
法
）

第
六
十
三
条

令
第
十
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

第
六
十
三
条

令
第
九
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
補
償
の
対
象
と
な
る
損
失
）

（
補
償
の
対
象
と
な
る
損
失
）

第
六
十
四
条

令
第
十
一
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
費
用
の
額
は

第
六
十
四
条

令
第
十
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
費
用
の
額
は
、

、
法
第
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
か
ら
当
該
指
定
家
畜

法
第
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
か
ら
当
該
指
定
家
畜
が

が
殺
さ
れ
た
日
ま
で
に
要
し
た
飼
料
費
そ
の
他
の
当
該
指
定
家
畜
の
飼
養
に

殺
さ
れ
た
日
ま
で
に
要
し
た
飼
料
費
そ
の
他
の
当
該
指
定
家
畜
の
飼
養
に
要

要
し
た
費
用
と
す
る
。

し
た
費
用
と
す
る
。

附

則

附

則

（
削
る
。
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
一

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
六
年

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、

六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
定
は
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
削
る
。
）

（
ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
例
）

（
削
る
。
）

第
二
条

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条
の
三

第
三
条
の
二

第
三
条
の
二
第
一
項
（
法
附
則
第
五
条

第
一
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
十
三
条

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条
第
二
項
（
法
附
則
第
五
条

第
二
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

第
十
五
条

又
は
第
三
十

又
は
第
三
十
条
（
法
附
則
第
五
条
第
三

条

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）

第
三
十
三
条

第
二
十
六
条

第
二
十
六
条
第
四
項
（
法
附
則
第
五
条

の
二

第
四
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
二
十
六
条

第
二
十
六
条
第
一
項
（
法
附
則
第
五
条

第
一
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
三
十
三
条

第
二
十
六
条

第
二
十
六
条
第
四
項
並
び
に
法
附
則
第

の
三

第
四
項

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項

第
三
十
三
条

第
二
十
六
条

第
二
十
六
条
第
六
項
（
法
附
則
第
五
条

の
四

第
六
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
二
十
八
条

第
二
十
八
条
第
二
項
（
法
附
則
第
五
条

第
二
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
三
十
六
条

第
二
十
八
条

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
（
法
附
則
第
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の
二
第
一
項

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）

第
三
十
八
条

第
二
十
八
条

第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
（
法
附
則
第

の
二
第
三
項

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

同
条
第
一
項

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
（
法
附
則

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
四
十
条

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条
第
一
項
（
法
附
則
第
五
条

第
一
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
四
十
一
条

第
三
十
二
条

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
（

か
ら
第
三
十

こ
れ
ら
の
規
定
が
法
附
則
第
五
条
第
三

四
条
ま
で

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
第
六
十
三
条
第
一

号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
十
一
条

第
三
十
二
条

第
三
十
二
条
第
二
項
（
法
附
則
第
五
条

の
二
第
一
項

第
二
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

第
五
十
五
条

第
四
十
六
条

第
四
十
六
条
第
一
項
（
法
附
則
第
五
条

第
一
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
六
十
条

同
条
第
一
項

同
条
第
一
項
各
号
（
法
附
則
第
五
条
第

各
号

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
六
十
二
条

第
五
十
八
条

第
五
十
八
条
第
五
項
（
法
附
則
第
五
条

第
五
項

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

別
表
第
四

第
三
条
の
二

第
三
条
の
二
（
法
附
則
第
五
条
第
三
項
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の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
）

（
削
る
。
）

第
三
条

法
附
則
第
六
条
第
六
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

通
行
の
制
限
又
は
遮
断
を
行
う
場
所

二

通
行
の
制
限
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間
及
び
制
限
の
内
容

三

通
行
の
遮
断
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間

（
削
る
。
）

第
四
条

法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項

の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し

て
行
う
方
法
と
す
る
。

一

法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
旨

二

改
善
す
べ
き
事
項
の
内
容

三

前
号
の
内
容
ご
と
の
具
体
的
な
改
善
方
法

四

改
善
す
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
期
限
は
、
一
週
間
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、

施
設
整
備
等
が
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
一
週
間
以
内
に

改
善
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
改
善
す
べ
き
事
項
の
内

容
に
応
じ
た
合
理
的
な
期
間
と
す
る
。

（
削
る
。
）

第
五
条

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項

の
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し

て
行
う
方
法
と
す
る
。

一

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る
旨

二

勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
事
実

三

と
る
べ
き
措
置
の
内
容

四

措
置
を
と
る
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
期
限
は
、
一
週
間
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
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施
設
整
備
等
が
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
一
週
間
以
内
に

措
置
を
と
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
と
る
べ
き
措
置
の
内

容
に
応
じ
た
合
理
的
な
期
間
と
す
る
。

別
記

別
記

様
式
第
十
号
（
第
十
四
条
関
係
）

様
式
第
十
号
（
第
十
四
条
関
係
）
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様
式
第
十
四
号

削
除

様
式
第
十
四
号
（
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

［
様
式
略
］
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様
式
第
二
十
九
号
（
第
五
十
二
条
関
係
）

様
式
第
二
十
九
号
（
第
五
十
二
条
関
係
）

様
式
第
三
十
号
（
第
五
十
四
条
関
係
）

様
式
第
三
十
号
（
第
五
十
四
条
関
係
）

様
式
第
四
十
九
号
（
第
五
十
九
条
関
係
）

様
式
第
四
十
九
号
（
第
五
十
九
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）
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第
四
十
一
条

家
畜
防
疫
官
は
、
輸
入
さ
れ
る
指
定
検
疫
物
又
は
要
検

第
四
十
一
条

家
畜
防
疫
官
は
、
輸
入
さ
れ
る
指
定
検
疫
物
又
は
輸
入

査
物
に
つ
き
、
船
舶
又
は
航
空
機
内
で
輸
入
に
先
だ
つ
て
検
査
を
行

さ
れ
る
そ
の
他
の
物
で
あ
つ
て
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染

う
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
若
し
く
は
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
船
舶

又
は
航
空
機
内
で
輸
入
に
先
だ
つ
て
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

二

二

（
略
）

（
略
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

第
五
十
一
条

家
畜
防
疫
官
又
は
家
畜
防
疫
員
は
、
家
畜
の
伝
染
性
疾

第
五
十
一
条

家
畜
防
疫
官
又
は
家
畜
防
疫
員
は
、
家
畜
の
伝
染
性
疾

病
を
予
防
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
競
馬
場
、
家
畜
市
場
、

病
を
予
防
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
競
馬
場
、
家
畜
市
場
、

家
畜
共
進
会
場
等
家
畜
の
集
合
す
る
場
所
、
衛
生
管
理
区
域
、
化
製

家
畜
共
進
会
場
等
家
畜
の
集
合
す
る
場
所
、
畜
舎
、
化
製
場
若
し
く

場
若
し
く
は
死
亡
獣
畜
取
扱
場
、
と
畜
場
、
倉
庫
、
船
舶
、
車
両
、

は
死
亡
獣
畜
取
扱
場
、
と
畜
場
、
倉
庫
、
船
舶
、
車
両
、
航
空
機
又

航
空
機
又
は
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
、
若
し

は
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
、
若
し
く
は
汚
染

く
は
汚
染
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
つ
て
動
物

し
た
お
そ
れ
が
あ
る
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
つ
て
動
物
そ
の
他
の

そ
の
他
の
物
を
検
査
し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
検
査
の
た
め
必

物
を
検
査
し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
検
査
の
た
め
必
要
な
限
度

要
な
限
度
に
お
い
て
、
動
物
の
血
液
、
乳
汁
等
を
採
取
し
、
若
し
く

に
お
い
て
、
動
物
の
血
液
、
乳
汁
等
を
採
取
し
、
若
し
く
は
動
物
の

は
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
物
を
集
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

死
体
そ
の
他
の
物
を
集
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
、
採
取
又

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
、
採
取
又

は
集
取
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し

は
集
取
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

三

三

（
略
）

（
略
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

第
四
十
七
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
又
は

第
四
十
七
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
又
は

ま
ん
延
に
よ
り
、
畜
産
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

ま
ん
延
に
よ
り
、
畜
産
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
六
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
六
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十

五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第

七
条
、
第
十
七
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
二
十
六
条
第

二
十
五
条
の
二
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項

一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第

、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
第
一
項
若

三
十
条
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
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し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
か
ら

条
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
家

第
三
十
四
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
家
畜

畜
防
疫
員
に
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る

防
疫
員
に
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
べ

べ
き
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
の
指
示
を
し
た
場
合
又
は
都

第
四
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
の
指
示
を
し
た
場
合
又
は
都

道
府
県
知
事
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き

道
府
県
知
事
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
指
定
す
る
家
畜
防
疫
官
を
し
て
都
道
府
県
知
事
の
指
示
を

は
、
そ
の
指
定
す
る
家
畜
防
疫
官
を
し
て
都
道
府
県
知
事
の
指
示
を

受
け
、
第
二
章
又
は
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
家
畜
防
疫
員
の
行
な
う

受
け
、
第
二
章
又
は
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
家
畜
防
疫
員
の
行
な
う

べ
き
職
権
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

べ
き
職
権
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

（
略
）

四

（
略
）

別
表
第
一
（
第
九
条
、
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
九
条
、
第
四
十
条
関
係
）

検
査
の
方
法

検
査
の
方
法

区
分

方

法

要

領

判

定

区
分

方

法

要

領

判

定

ブ
ル
セ

１
～
４

（
略
）

１
・
２

（
略

１

細
菌
検
査
に
お

ブ
ル
セ

１
～
４

（
略
）

１
・
２

（
略

１

細
菌
検
査
に
お

ラ
症
（

）

い
て
ブ
ル
セ
ラ
症

ラ
病
（

）

い
て
ブ
ル
セ
ラ
病

牛
の
場

３

ブ
ル
セ
ラ

の
病
原
体
が
認
め

牛
の
場

３

ブ
ル
セ
ラ

の
病
原
体
が
認
め

合
）

症
の
疑
似
患

ら
れ
る
も
の
は
、

合
）

病
の
疑
似
患

ら
れ
る
も
の
は
、

畜
の
判
定
を

ブ
ル
セ
ラ
症
の
患

畜
の
判
定
を

ブ
ル
セ
ラ
病
の
患

し
た
日
に
当

畜
と
す
る
。

し
た
日
に
当

畜
と
す
る
。

該
疑
似
患
畜

２

次
の
い
ず
れ
か

該
疑
似
患
畜

２

次
の
い
ず
れ
か

と
同
じ
農
場

に
該
当
す
る
も
の

と
同
じ
農
場

に
該
当
す
る
も
の

で
飼
養
さ
れ

は
、
ブ
ル
セ
ラ
症

で
飼
養
さ
れ

は
、
ブ
ル
セ
ラ
病

て
い
る
牛
（

の
疑
似
患
畜
と
す

て
い
る
牛
（

の
疑
似
患
畜
と
す

当
該
疑
似
患

る
。

当
該
疑
似
患

る
。

畜
と
判
定
す

一

（
略
）

畜
と
判
定
す

一

（
略
）

る
に
至
つ
た

二

方
法
の
欄
の

る
に
至
つ
た

二

方
法
の
欄
の

急
速
凝
集
反

４
の
検
査
に
よ

急
速
凝
集
反

４
の
検
査
に
よ

応
法
に
よ
る

り
ブ
ル
セ
ラ
症

応
法
に
よ
る

り
ブ
ル
セ
ラ
病

検
査
を
当
該

に
か
か
つ
て
い

検
査
を
当
該

に
か
か
つ
て
い

疑
似
患
畜
と

る
疑
い
が
あ
る

疑
似
患
畜
と

る
疑
い
が
あ
る
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同
時
に
実
施

と
診
断
で
き
る

同
時
に
実
施

と
診
断
で
き
る

し
た
牛
を
除

も
の

し
た
牛
を
除

も
の

く
。
）
に
つ

３

１
及
び
２
に
該

く
。
）
に
つ

３

１
及
び
２
に
該

い
て
は
、
急

当
し
な
い
も
の
は

い
て
は
、
急

当
し
な
い
も
の
は

速
凝
集
反
応

、
ブ
ル
セ
ラ
症
の

速
凝
集
反
応

、
ブ
ル
セ
ラ
病
の

法
に
よ
る
検

患
畜
又
は
疑
似
患

法
に
よ
る
検

患
畜
又
は
疑
似
患

査
を
行
う
こ

畜
で
な
い
も
の
と

査
を
行
う
こ

畜
で
な
い
も
の
と

と
。

す
る
。

と
。

す
る
。

４
～
６

（
略

４
～
６

（
略

）

）

ブ
ル
セ

１

（
略
）

１
～
４

（
略

１

次
の
い
ず
れ
か

ブ
ル
セ

１

（
略
）

１
～
４

（
略

１

次
の
い
ず
れ
か

ラ
症
（

２

補
体
結
合
反

）

に
該
当
す
る
も
の

ラ
病
（

２

補
体
結
合
反

）

に
該
当
す
る
も
の

牛
以
外

応
検
査

４

凝
集
反
応

は
、
ブ
ル
セ
ラ
症

牛
以
外

応
検
査

４

凝
集
反
応

は
、
ブ
ル
セ
ラ
病

の
家
畜

一

次
の
場
合

検
査
に
お
い

の
患
畜
と
す
る
。

の
家
畜

一

次
の
場
合

検
査
に
お
い

の
患
畜
と
す
る
。

の
場
合

に

実

施

す

て
陰
性
で
あ

一
・
二

（
略
）

の
場
合

に

実

施

す

て
陰
性
で
あ

一
・
二

（
略
）

）

る
。

つ
て
も
凝
集

三

細
菌
検
査
に

）

る
。

つ
て
も
凝
集

三

細
菌
検
査
に

イ

（
略
）

反
応
検
査
以

お
い
て
ブ
ル
セ

イ

（
略
）

反
応
検
査
以

お
い
て
ブ
ル
セ

ロ

凝
集
反

外
の
検
査
の

ラ
症
の
病
原
体

ロ

凝
集
反

外
の
検
査
の

ラ
病
の
病
原
体

応
検
査
以

結
果
ブ
ル
セ

が
認
め
ら
れ
る

応
検
査
以

結
果
ブ
ル
セ

が
認
め
ら
れ
る

外
の
検
査

ラ
症
に
か
か

も
の

外
の
検
査

ラ
病
に
か
か

も
の

の
結
果
ブ

つ
て
い
る
お

２

次
の
い
ず
れ
か

の
結
果
ブ

つ
て
い
る
お

２

次
の
い
ず
れ
か

ル
セ
ラ
症

そ
れ
が
あ
る

に
該
当
す
る
も
の

ル
セ
ラ
病

そ
れ
が
あ
る

に
該
当
す
る
も
の

に
か
か
つ

と
認
め
ら
れ

（
３
の
四
に
該
当

に
か
か
つ

と
認
め
ら
れ

（
３
の
四
に
該
当

て
い
る
お

た
家
畜
に
つ

す

る

も

の

を

除

て
い
る
お

た
家
畜
に
つ

す

る

も

の

を

除

そ
れ
が
あ

い
て
は
、
凝

く
。
）
は
、
ブ
ル

そ
れ
が
あ

い
て
は
、
凝

く
。
）
は
、
ブ
ル

る
と
認
め

集
反
応
検
査

セ
ラ
症
の
疑
似
患

る
と
認
め

集
反
応
検
査

セ
ラ
病
の
疑
似
患

ら
れ
た
家

の
結
果
が
判

畜
と
す
る
。

ら
れ
た
家

の
結
果
が
判

畜
と
す
る
。

畜
に
つ
い

明
し
た
日
か

一
～
三

（
略
）

畜
に
つ
い

明
し
た
日
か

一
～
三

（
略
）

て
の
検
査

ら
十
四
日
以

３

次
の
い
ず
れ
か

て
の
検
査

ら
十
四
日
以

３

次
の
い
ず
れ
か

の
場
合

上
二
十
一
日

に
該
当
す
る
も
の

の
場
合

上
二
十
一
日

に
該
当
す
る
も
の

ハ
～
ホ

（

以
内
の
間
隔

は
、
ブ
ル
セ
ラ
症

ハ
～
ホ

（

以
内
の
間
隔

は
、
ブ
ル
セ
ラ
病
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略
）

を
お
い
て
試

の
患
畜
又
は
疑
似

略
）

を
お
い
て
試

の
患
畜
又
は
疑
似

二

（
略
）

験
管
凝
集
反

患
畜
で
な
い
も
の

二

（
略
）

験
管
凝
集
反

患
畜
で
な
い
も
の

３

（
略
）

応
法
及
び
補

と
す
る
。

３

（
略
）

応
法
及
び
補

と
す
る
。

体
結
合
反
応

一
～
三

（
略
）

体
結
合
反
応

一
～
三

（
略
）

法
に
よ
る
検

四

ブ
ル
セ
ラ
症

法
に
よ
る
検

四

ブ
ル
セ
ラ
病

査
を
行
う
こ

の
疑
似
患
畜
に

査
を
行
う
こ

の
疑
似
患
畜
に

と
。

つ
い
て
の
再
検

と
。

つ
い
て
の
再
検

５

ブ
ル
セ
ラ

査
の
判
定
が
引

５

ブ
ル
セ
ラ

査
の
判
定
が
引

症
の
疑
似
患

き
続
き
二
回
疑

病
の
疑
似
患

き
続
き
二
回
疑

畜
に
つ
い
て

似
患
畜
で
あ
る

畜
に
つ
い
て

似
患
畜
で
あ
る

は
、
十
四
日

も
の

は
、
十
四
日

も
の

以
上
六
十
日

以
上
六
十
日

以
内
の
間
隔

以
内
の
間
隔

を
お
い
て
検

を
お
い
て
検

査
を
繰
り
返

査
を
繰
り
返

す
こ
と
。

す
こ
と
。

６

ブ
ル
セ
ラ

６

ブ
ル
セ
ラ

症
の
患
畜
又

病
の
患
畜
又

は
疑
似
患
畜

は
疑
似
患
畜

と
同
居
し
た

と
同
居
し
た

家
畜
に
つ
い

家
畜
に
つ
い

て
は
、
十
四

て
は
、
十
四

日
以
上
六
十

日
以
上
六
十

日
以
内
の
間

日
以
内
の
間

隔
を
お
い
て

隔
を
お
い
て

検
査
を
繰
り

検
査
を
繰
り

返
し
、
そ
の

返
し
、
そ
の

家
畜
及
び
そ

家
畜
及
び
そ

の
家
畜
と
同

の
家
畜
と
同

居
す
る
全
て

居
す
る
全
て

の
家
畜
が
陰

の
家
畜
が
陰
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性
と
な
る
ま

性
と
な
る
ま

で
検
査
を
行

で
検
査
を
行

う
こ
と
。

う
こ
と
。

結
核

１

（
略
）

１
～
４

（
略

１

次
の
い
ず
れ
か

結
核
病

１

（
略
）

１
～
４

（
略

１

次
の
い
ず
れ
か

２

剖
検
及
び
病

）

に
該
当
す
る
も
の

２

剖
検
及
び
病

）

に
該
当
す
る
も
の

理
組
織
検
査
並

５

結
核
の
疑

は
、
結
核
の
患
畜

理
組
織
検
査
並

５

結
核
病
の

は
、
結
核
病
の
患

び
に
細
菌
検
査

似
患
畜
の
判

と
す
る
。

び
に
細
菌
検
査

疑
似
患
畜
の

畜
と
す
る
。

又
は
組
織
検
体

定
を
し
た
日

一

細
菌
検
査
に

又
は
組
織
検
体

判
定
を
し
た

一

細
菌
検
査
に

の
遺
伝
子
検
査

に
当
該
疑
似

お
い
て
結
核
の

の
遺
伝
子
検
査

日
に
当
該
疑

お
い
て
結
核
病

結
核
の
疑
似

患
畜
と
同
じ

病
原
体
が
認
め

結
核
病
の
疑

似
患
畜
と
同

の
病
原
体
が
認

患
畜
に
つ
い
て

農
場
で
飼
養

ら
れ
る
も
の

似
患
畜
に
つ
い

じ
農
場
で
飼

め
ら
れ
る
も
の

行
う
。

さ
れ
て
い
る

二

組
織
検
体
の

て
行
う
。

養
さ
れ
て
い

二

組
織
検
体
の

３

（
略
）

牛
（
当
該
疑

遺
伝
子
検
査
で

３

（
略
）

る
牛
（
当
該

遺
伝
子
検
査
で

似
患
畜
と
判

陽
性
で
あ
り
、

疑
似
患
畜
と

陽
性
で
あ
り
、

定
す
る
に
至

か
つ
、
方
法
の

判
定
す
る
に

か
つ
、
方
法
の

つ
た
ツ
ベ
ル

欄
の
３
の
検
査

至
つ
た
ツ
ベ

欄
の
３
の
検
査

ク
リ
ン
検
査

に
よ
り
結
核
に

ル
ク
リ
ン
検

に
よ
り
結
核
病

を
当
該
疑
似

か
か
つ
て
い
る

査
を
当
該
疑

に
か
か
つ
て
い

患
畜
と
同
時

疑
い
が
あ
る
と

似
患
畜
と
同

る
疑
い
が
あ
る

に
実
施
し
た

診
断
で
き
る
も

時
に
実
施
し

と
診
断
で
き
る

牛
を
除
く
。

の

た

牛

を

除

も
の

）
に
つ
い
て

２

次
の
い
ず
れ
か

く
。
）
に
つ

２

次
の
い
ず
れ
か

は
、
ツ
ベ
ル

に
該
当
す
る
も
の

い
て
は
、
ツ

に
該
当
す
る
も
の

ク
リ
ン
検
査

は
、
結
核
の
疑
似

ベ
ル
ク
リ
ン

は
、
結
核
病
の
疑

を

行

う

こ

患
畜
と
す
る
。

検
査
を
行
う

似
患
畜
と
す
る
。

と
。

一
・
二

（
略
）

こ
と
。

一
・
二

（
略
）

６

結
核
の
患

３

１
及
び
２
に
該

６

結
核
病
の

３

１
及
び
２
に
該

畜
の
判
定
を

当
し
な
い
も
の
は

患
畜
の
判
定

当
し
な
い
も
の
は

し
た
日
に
当

、
結
核
の
患
畜
又

を
し
た
日
に

、
結
核
病
の
患
畜

該
患
畜
と
同

は
疑
似
患
畜
で
な

当
該
患
畜
と

又
は
疑
似
患
畜
で

じ
農
場
で
飼

い
も
の
と
す
る
。

同
じ
農
場
で

な

い

も

の

と

す
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養
さ
れ
て
お

飼
養
さ
れ
て

る
。

り
、
又
は
当

お
り
、
又
は

該
患
畜
と
同

当
該
患
畜
と

じ
農
場
で
飼

同
じ
農
場
で

養
さ
れ
て
い

飼
養
さ
れ
て

た
こ
と
が
あ

い
た
こ
と
が

る
牛
（
５
の

あ
る
牛
（
５

牛
に
該
当
す

の
牛
に
該
当

る

牛

を

除

す
る
牛
を
除

く
。
）
に
つ

く
。
）
に
つ

い
て
は
、
ツ

い
て
は
、
ツ

ベ
ル
ク
リ
ン

ベ
ル
ク
リ
ン

検
査
を
行
う

検
査
を
行
う

こ
と
。
こ
の

こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い

場
合
に
お
い

て
は
、
方
法

て
は
、
方
法

の
欄
の
１
の

の
欄
の
１
の

二
に
か
か
わ

二
に
か
か
わ

ら
ず
、
再
度

ら
ず
、
再
度

の
ツ
ベ
ル
ク

の
ツ
ベ
ル
ク

リ
ン
検
査
は

リ
ン
検
査
は

行
わ
な
い
こ

行
わ
な
い
こ

と
。

と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
三
十
三
条
の
三
関
係
）

別
表
第
四
（
第
三
十
三
条
の
四
関
係
）

病

原

体

の

家
畜
伝
染
病
の

消
毒
設
備

消
毒
薬
の
種
類

病

原

体

の

家
畜
伝

染
病

消
毒
設
備

消
毒
薬
の
種
類

種
類

種
類

種
類

の
種
類

ウ

イ

ル

牛
疫
、
流
行
性

（
略
）

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

ウ

イ

ル

牛
疫
、
流
行

（
略
）

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

ス

（

エ

ン

脳
炎
、
狂
犬
病

か
の
消
毒
薬

ス

（

エ

ン

性

脳
炎
、
狂

か
の
消
毒
薬

ベ

ロ

ー

プ

、
水
疱
性
口
内

１
～
３

（
略
）

ベ

ロ

ー

プ

犬

病
、
水
胞

１
～
３

（
略
）

ほ
う
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を

有

す

る

炎
、
リ
フ
ト
バ

４

そ
の
他
法
第
三
条

を

有

す

る

性
口
炎

、
リ

４

そ
の
他
法
第
三
条

も
の
）

レ
ー
熱
、
馬
伝

の
二
第
一
項
に
規
定

も
の
）

フ
ト

バ
レ
ー

の
二
に
規
定
す
る
特

染
性
貧
血
、
小

す
る
特
定
家
畜
伝
染

熱
、
馬
伝
染

定
家
畜
伝
染
病
防
疫

反
芻
獣
疫
、
豚

病
防
疫
指
針
（
以
下

性
貧
血
、
小

指
針
（
以
下
「
防
疫

す
う

熱
、
ア
フ
リ
カ

「

防

疫

指

針

と

い

反
芻
獣
疫
、

指
針
と
い
う
。
）
で

す
う

豚
熱
、
高
病
原

う
。
）
で
定
め
る
消

豚
熱
、

ア
フ

定
め
る
消
毒
薬

性
鳥
イ
ン
フ
ル

毒
薬

リ
カ
豚

熱
、

エ
ン
ザ
、
低
病

高
病

原
性
鳥

原
性
鳥
イ
ン
フ

イ

ン
フ
ル
エ

ル
エ
ン
ザ
、
ニ

ン

ザ
、
低
病

ュ
ー
カ
ッ
ス
ル

原
性
鳥
イ
ン

病

フ
ル
エ
ン
ザ

、
ニ
ュ
ー
カ

ッ
ス
ル
病

ウ

イ

ル

口
蹄
疫
、
ア
フ

（
略
）

（
略
）

ウ

イ

ル

口
蹄
疫

、
ア

（
略
）

（
略
）

て
い

て
い

ス

（

エ

ン

リ
カ
馬
疫
、
豚

ス

（

エ

ン

フ
リ
カ
馬
疫

ベ

ロ

ー

プ

水
疱
病

ベ

ロ

ー

プ

、
豚
水
胞
病

ほ
う

を

有

し

な

を

有

し

な

い
も
の
）

い
も
の
）

細
菌

出
血
性
敗
血
症

（
略
）

（
略
）

細
菌

出
血

性
敗
血

（
略
）

（
略
）

１

一

般

、
ブ
ル
セ
ラ
症

１

一

般

症

、
ブ
ル
セ

細
菌

、
鼻
疽
、
家
き

細
菌

ラ
病
、

鼻
疽

そ

そ

ん
コ
レ
ラ
及
び

、
家
き
ん
コ

家
き
ん
サ
ル
モ

レ
ラ
及

び
家

ネ
ラ
症

き
ん
サ

ル
モ

ネ
ラ
感
染
症

２

・

３

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

・

３

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

４

マ

イ

牛
肺
疫
及
び
ア

（
略
）

（
略
）

４

マ

イ

牛
肺

疫
及
び

（
略
）

（
略
）

コ

プ

ラ

ナ
プ
ラ
ズ
マ
症

コ

プ

ラ

ア
ナ
プ
ラ
ズ

ズ

マ

及

ズ

マ

及

マ
病
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び

リ

ケ

び

リ

ケ

ッ
チ
ア

ッ
チ
ア



- 38 -

（
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
検
査
に
係
る
疾
患
の
種
類
）

（
検
査
に
係
る
疾
患
の
種
類
）

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
疾
患
は
、
次
に
掲
げ

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
疾
患
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

伝
染
性
疾
患

一

伝
染
性
疾
患

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

牛
に
つ
い
て
は
、
牛
伝
染
性
鼻
気
管
炎
、
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ラ
ン
ピ

ロ

牛
に
つ
い
て
は
、
牛
伝
染
性
鼻
気
管
炎
、
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ラ
ン
ピ

ー
ス
キ
ン
病
、
牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
、
ト
リ

ー
ス
キ
ン
病
、
牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
ト
リ

パ
ノ
ソ
ー
マ
症
及
び
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症
（
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
・
ポ
モ
ナ
に

パ
ノ
ソ
ー
マ
病
及
び
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症
（
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
・
ポ
モ
ナ
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）

よ
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

馬
に
つ
い
て
は
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
症
、
仮
性
皮
疽
、
馬
パ
ラ
チ
フ

ハ

馬
に
つ
い
て
は
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
、
仮
性
皮
疽
、
馬
パ
ラ
チ
フ

そ

そ

ス
、
馬
伝
染
性
子
宮
炎
及
び
こ
う
し
ん

ス
、
馬
伝
染
性
子
宮
炎
及
び
こ
う
し
ん

ニ

豚
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
、
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群

ニ

豚
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
、
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群

及
び
豚
テ
シ
オ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄
炎

及
び
豚
エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄
炎

せ
き

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
診
断
に
係
る
疾
患
の
種
類
）

（
診
断
に
係
る
疾
患
の
種
類
）

第
十
三
条
の
二

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
伝
染
性

第
十
三
条
の
二

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
伝
染
性

疾
患
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
雌
の
家
畜
の
と
た
い
か
ら

疾
患
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
雌
の
家
畜
の
と
た
い
か
ら

家
畜
卵
巣
（
法
第
三
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
家
畜
卵
巣
を
い

家
畜
卵
巣
（
法
第
三
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
家
畜
卵
巣
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
採
取
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
雌
の
家
畜
又
は

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
採
取
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
雌
の
家
畜
又
は

そ
の
と
た
い
に
つ
い
て
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

そ
の
と
た
い
に
つ
い
て
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
都
道
府
県
知
事
の
行
う
検
査
を
行
う
と

十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
都
道
府
県
知
事
の
行
う
検
査
を
行
う
と

き
は
、
当
該
検
査
に
お
い
て
検
査
さ
れ
る
疾
患
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

き
は
、
当
該
検
査
に
お
い
て
検
査
さ
れ
る
疾
患
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
六
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
患
（
ブ
ル
セ
ラ
症
を
除
く
。
）

一

第
六
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
患
（
ブ
ル
セ
ラ
病
を
除
く
。
）

二

牛
伝
染
性
鼻
気
管
炎
、
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
、
ト
リ

二

牛
伝
染
性
鼻
気
管
炎
、
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
、
ト
リ

パ
ノ
ソ
ー
マ
症
及
び
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症
（
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
・
ポ
モ
ナ
に
よ

パ
ノ
ソ
ー
マ
病
及
び
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症
（
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
・
ポ
モ
ナ
に
よ

る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）
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（
獣
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

獣
医
療
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
広
告
制
限
の
特
例
）

（
広
告
制
限
の
特
例
）

第
二
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
前
段
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
二
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
前
段
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
家
畜
の
伝
染
性

九

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
家
畜
の
伝

疾
病
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
自
主
的
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と

染
性
疾
病
の
予
防
の
た
め
の
自
主
的
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

し
て
設
立
さ
れ
た
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
か
ら
当
該
措
置
に

て
設
立
さ
れ
た
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
か
ら
当
該
措
置
に
係

係
る
診
療
を
行
う
こ
と
に
つ
き
委
託
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

る
診
療
を
行
う
こ
と
に
つ
き
委
託
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
平
成
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
百
六
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
生
物
学
的
製
剤
で
あ
っ
て
、
家

第
百
六
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
生
物
学
的
製
剤
で
あ
っ
て
、
家

畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
七
条
（
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
七
条
（
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
指
示
に
基
づ
き
、

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
指
示
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
知
事
が
実
施
す
る
同
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事
が
実
施
す
る
同
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
注
射
の
用
に
供
す
る
も
の
に
つ

の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
注
射
の
用
に
供
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水

い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
三
条
第

産
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定

一
項
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。
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（
農
業
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
廃
用
の
範
囲
等
）

（
廃
用
の
範
囲
等
）

第
四
十
九
条

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
廃
用
の
範
囲
は
、
次
の
各
号

第
四
十
九
条

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
廃
用
の
範
囲
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
廃
用
と
す
る
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
廃
用
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

骨
折
、
は
行
若
し
く
は
両
眼
失
明
又
は
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
、
伝
達
性

三

骨
折
、
は
行
若
し
く
は
両
眼
失
明
又
は
牛
白
血
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳

海
綿
状
脳
症
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
疾
病
若
し
く
は
不
慮
の

症
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
疾
病
若
し
く
は
不
慮
の
傷
害
で
あ

傷
害
で
あ
っ
て
、
治
癒
の
見
込
み
の
な
い
も
の
に
よ
っ
て
使
用
価
値
を
失

っ
て
、
治
癒
の
見
込
み
の
な
い
も
の
に
よ
っ
て
使
用
価
値
を
失
っ
た
と

っ
た
と
き
。

き
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
廃
用
家
畜
の
や
む
を
得
な
い
と
殺
又
は
譲
渡
し
）

（
廃
用
家
畜
の
や
む
を
得
な
い
と
殺
又
は
譲
渡
し
）

第
八
十
五
条

令
第
二
十
条
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次

第
八
十
五
条

令
第
二
十
条
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
廃
用
に
係
る
家
畜
が
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
又
は
伝
達
性
海
綿
状
脳

二

当
該
廃
用
に
係
る
家
畜
が
牛
白
血
病
又
は
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
か
か

症
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
と
殺
し
、
又
は
譲
り
渡
し
た
こ
と

っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
と
殺
し
、
又
は
譲
り
渡
し
た
こ
と
に
つ
き
、

に
つ
き
、
重
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
。

重
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
令
第
二
十
一

条
の
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
一
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
、
第
一
条
中
同
令
第
十
三
条
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十

一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定

、
同
令
別
記
様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
（
「第

3
1
条
第
２
項

」
を
「第

3
1
条
第
３
項

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同

令
別
記
様
式
第
四
十
九
号
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る

。
）
並
び
に
第
四
条
の
規
定
は
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
規
定
す
る
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・

粘
膜
病
、
牛
白
血
病
、
牛
丘
疹
性
口
炎
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
モ
ル
ビ
リ
ウ
イ
ル
ス
肺
炎
、
ト
キ

し
ん



- 47 -

ソ
プ
ラ
ズ
マ
病
、
山
羊
関
節
炎
・
脳
脊
髄
炎
、
豚
エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄
炎
、
伝
染
性
気
管
支
炎
、
伝
染
性
喉
頭
気

管
炎
、
鶏
結
核
病
、
鶏
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
、
ロ
イ
コ
チ
ト
ゾ
ー
ン
病
、
あ
ひ
る
肝
炎
、

兎

ウ
イ
ル
ス
性
出
血
病
、
バ
ロ
ア

う
さ
ぎ

病
又
は
ノ
ゼ
マ
病
に
係
る
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
規

定
す
る
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
、
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
、
牛
丘
疹
性
口
内
炎
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
、
ヘ

し
ん

ン
ド
ラ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
山
羊
関
節
炎
・
脳
炎
、
豚
テ
シ
オ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄
炎
、
鶏
伝
染
性

気
管
支
炎
、
鶏
伝
染
性
喉
頭
気
管
炎
、
鳥
結
核
、
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
ロ
イ
コ
チ
ト
ゾ
ー
ン
症
、
あ
ひ
る
ウ
イ
ル
ス
性

肝
炎
、

兎

出
血
病
、
バ
ロ
ア
症
又
は
ノ
ゼ
マ
症
に
係
る
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

う
さ
ぎ

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
ブ
ル
セ
ラ
病

に
係
る
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
ブ
ル
セ

ラ
症
に
係
る
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
様
式
（
次
項

に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
家
畜
伝
染
病
予
防

法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


